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  規   則   

規 則 第  ７７  号   

平成２６年 ７ 月２２日   

 

 熊本市オンブズマン条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  幸 山 政 史 

    

   熊本市オンブズマン条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市オンブズマン条例施行規則（平成２３年規則第７５号）の一部を次のように改

正する。 

 

 別表第１中「財団法人熊本市駐車場公社」を「一般財団法人熊本市駐車場公社」に、

「財団法人熊本市美術文化振興財団」を「公益財団法人熊本市美術文化振興財団」に、

「財団法人熊本市社会教育振興事業団」を「一般財団法人熊本市社会教育振興事業団」

に、「財団法人熊本市水道サービス公社」を「公益財団法人熊本市水道サービス公社」

に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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  告   示   

告 示 第 ５ ３ ４ 号   
平成２６年７月１８日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び同法第５３条第１項本文の

指定をしたので、同法第７８条第１項及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条

の２並びに同法第１１５条の２及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
  告 示 第 ５ ３ ５ 号   

平成２６年７月２２日   
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援事業者を次

のとおり指定したので、同法第８５条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３３条

の２の規定により告示する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ５ ３ ７ 号   
平成２６年７月２３日   

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４

６条第２項の規定に基づき、就労移行支援を行う事業者の指定を廃止するので、同法第５１条第２号

の規定により告示する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

１ 廃止した事業所の名称及び所在地 
 多機能型事業所 カサ・チコ 
 熊本市南区御幸西二丁目６５９番地３ 

２ 廃止した事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 
 社会福祉法人 アバンセ  
 熊本市南区御幸西二丁目６５９番地３ 

理事長 三山 哲也 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種

類 

４３７０１１０

６２１ 

ファインヴィレッジ 

熊本市中央区黒髪六丁目３１番２号

医療法人 杏友会 

熊本市中央区黒髪六丁目１番２３号 

理事長 野津原 昭 

平成２６年 

７月２０日 

特定施設入居

者生活介護 

４３７０１１０

６２１ 

ファインヴィレッジ 

熊本市中央区黒髪六丁目３１番２号

医療法人 杏友会 

熊本市中央区黒髪六丁目１番２３号 

理事長 野津原 昭 

平成２６年 

７月２０日 

介護予防特定

施設入居者生

活介護護 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並びに

代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種

類 

４３７０１１０

５９７ 

居宅介護支援事業所 ラベンダー

熊本市南区南高江七丁目３番 

社会福祉法人竹崎記念福祉会 

熊本市南区南高江七丁目３番 

理事長 中村 幸子 

平成２６年

７月１日 
居宅介護支援
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３ 廃止した事業の種類 
  就労移行支援 
４ 廃止年月日  

平成２６年８月１日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ３ ８ 号   
平成２６年７月２３日   

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第２項の規定に基づき保管した広告物又は掲出

物件について、次のとおり告示する。 
                   熊本市長  幸 山 政 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ５ ４ １ 号   
平成２６年７月２４日   

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定に基づき、次のとおり地縁に

よる団体を認可したので、同条第１０項の規定により告示する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

１ 名称 
  銭塘校区第４町内自治会 
２ 規約に定める目的 

本会は、地域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及

び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、次の各号に掲げる事業を行う。 
(1) 会員相互の連絡と親睦を図ること。 
(2) 区域内の美化、清掃等の環境整備に関すること。 
(3) 集会施設その他の財産の維持管理に関すること。 
(4) 福利、厚生に関すること。 

撤去日 
名称 

又は種類 
数量 撤去場所 

保管 
開始日 

７月４日 はり札等 １０ 四方寄町 ７月５日 

７月５日 はり札等 ４０ 本荘町・日吉・近見 ７月６日 

７月７日 
はり札等 ３ 小山 

７月８日 
立看板等 ３ 九品寺・花立 

７月１０日 
はり札等 １ 近見 

７月１１日 
立看板等 １０ 

八反田・長嶺西・錦ケ丘・尾

ノ上・小峯・長嶺・上水前寺

７月１７日 
はり札等 １ 月出 

７月１８日 
立看板等 ４ 御領・水前寺・月出 

保管場所  熊本市花畑別館 （熊本市中央区花畑町３－１） 
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(5) 交通安全、防犯、防火等に関すること。 
(6) その他目的達成に必要なこと。 

３ 区域 
  本会の区域は、熊本市南区内田町１５３２番１号から熊本市南区内田町２６７０番２号、熊本市

南区銭塘町３５０７番から熊本市南区銭塘町３５０８番までの区域とする。 
４ 事務所 
  本会の主たる事務所は、会長の自宅に置く。 
５ 代表者の氏名及び住所 
  白河部 健 
  熊本市南区内田町２４０１番地 
６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無 
  無し 
７ 代理人の有無 
  無し 
８ 解散の事由 
  地方自治法第２６０条の２０の規定により解散する。総会の議決に基づいて解散する場合は、総

会員の４分の３以上の承認を得なければならない。 
９ 認可年月日 
  平成２６年７月１６日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ４ ２ 号   
平成２６年７月２４日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 
  銭塘校区第５町内自治会 
２  変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 
  「中川 元則」を「内田 定」に改める。 
(2) 代表者の住所 
  「熊本市南区銭塘町９３３番地」を「熊本市南区内田町１７２８番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ５ ４ ３ 号   
平成２６年７月２４日   

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条、第１

３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づき、放置自転車を移動・保管したので、同条例第１４条

第１項及び第１６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

１ 自転車が放置されていた場所、移動・保管した年月日、保管の場所及び期間 
(1) 自転車を移動保管した年月日及び放置されていた場所 
ア 平成２６年６月２６日 西区春日三丁目熊本駅前 
イ 平成２６年６月２７日  健軍ピアクレス、健軍駐輪場、健軍変電所前駐輪場、東区月出五丁 

目２交通局小峯営業所、東区上南部二丁目１９、北区黒髪二丁目２ 
ウ 平成２６年６月３０日 銀座通りエリア、手取エリア、上通りエリア、新市街エリア、水道 

町エリア、東区帯山一丁目３８ 
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エ 平成２６年７月２日 手取エリア、上通りエリア、新市街エリア、西区上熊本二丁目１８、 
並木坂エリア 

オ 平成２６年７月３日 東区長嶺東一丁目２０、東区長嶺東二丁目９ 
カ 平成２６年７月４日 森都心プラザ、西区春日三丁目熊本駅前 
キ 平成２６年７月７日 銀座通りエリア、手取エリア、上通りエリア、新市街エリア、水道町

エリア、中央区九品寺一丁目４、並木坂エリア 
ク 平成２６年７月８日 銀座通りエリア、新市街エリア、辛島エリア、並木坂エリア 
ケ 平成２６年７月１０日 北区楡木五丁目－１ 
コ 平成２６年７月１１日 南区富合町富合駅前駐輪場 
サ 平成２６年７月１４日 銀座通りエリア、手取エリア、新市街エリア、辛島エリア、並木坂 

エリア 
シ 平成２６年７月１５日 銀座通りエリア、熊本駅高架下北側駐輪場、上通りエリア、上通自 

転車駐輪場、水道町エリア、中央区水前寺一丁目２ 
ス 平成２６年７月１６日 上熊本駅駐輪場、東区沼山津四丁目１２ 
セ 平成２６年７月１７日 銀座通りエリア、新市街エリア、辛島エリア、中央区西子飼町１０、 

並木坂エリア 
ソ 平成２６年７月１８日 銀座通りエリア、手取エリア、新市街エリア  

(2) 保管の場所 平成自転車保管所 
(3)  保管の期間 平成２６年１０月２４日まで 

２ 移動・保管台数 
  自転車 ２０２台 
３ 返還事務を行う曜日・時間 
  月曜日から土曜日まで 
  午前１０時から午後４時３０分まで 
  日曜日、祝祭日及び１２月２９日から翌年１月３日までは返還事務を行わない。 
４ 返還を受けるための必要事項 

自転車の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名を証する書類、印鑑、自転車の鍵、返

還通知書等当該自転車等の利用者又は所有者であることを証する書類及び移動保管料を市長に提示

等しなければならない。 
５ 連絡先（返還事務を行う場所） 
  平成自転車保管所（電話 ０９６－３６４－３９１０） 
  熊本市中央区平成二丁目２３５番（平成跨線橋下） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ４ ５ 号   
平成２６年７月２５日   

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４

６条第２項の規定に基づき、同行援護を行う事業者の指定を廃止するので、同法第５１条第２号の規

定により告示する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

１ 廃止した事業所の名称及び所在地 
 訪問介護ステーション 介護２４熊本おひさま 
 熊本市中央区本山二丁目７番１２号野中ビル１０２号室 

２ 廃止した事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 
 合同会社 サン・エムシー 
 熊本市中央区本山二丁目６番２８号 

代表社員 和田 正則 
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３ 廃止した事業の種類 
  同行援護 
４ 廃止年月日  

平成２６年８月１７日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ４ ６ 号   
平成２６年７月２５日   

市税督促状の送達を受けるべき者の住所又は居所が不明のため、当該書類を送達することができな

いので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第

８９号）第１３条の規定に基づき告示する。 
なお、督促状は熊本市財政局納税課で保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  幸 山 政 史   
１ 督促状送達の効力の発生日  

この掲示を始めた日から起算して７日を経過した日 
２ 督促状の送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

(1) 市県民税（普通徴収）    ５件 
(2) 固定資産税       ２１２件 
(3) 軽自動車税       １２０件 
(4) 市県民税（特別徴収）   ２１件 
(5) 法人市民税         ３件 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ５ ４ ７ 号   
平成２６年７月２５日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条２項の規定による届出がされたので、同法第７８

条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により、次のとおり告示

する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 告 示 第 ５ ４ ８ 号   
平成２６年７月２５日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び同法第５３条第１項本文の

指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２並

びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 
熊本市長 幸 山 政 史   

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並び

に代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの

種類 

４３７０１０６

４７０ 

ホームヘルプみなみ風 

熊本市中央区上通町３番１９号

４０２ 

特定非営利活動法人ひと・学び支援セン

ター 

熊本県天草市牛深町３２７５－１１ 

理事長 古賀 倫嗣 

平成２６年

８月２０日 

訪問介護 

介護予防訪

問介護 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並び

に代表者の氏名 

指定年月日 サービスの

種類 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ５ ４ ９ 号   
平成２６年７月２８日   

  熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条、第１

３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づいて移動・保管した自転車を、同条例第１４条第２項及

び第１６条第２項並びに同条例施行規則（昭和６１年規則第７号）第１８条の規定に基づき売却等を

行うので、同条例施行規則第１７条に基づき次のとおり告示する。 
熊本市長   幸 山 政 史   

１ 売却又は廃棄の対象となる自転車の種別、形式、色その他自転車等を特定する事項（登載省略） 
２ 売却又は廃棄の年月日 

平成２６年７月２８日 
３ 売却又は廃棄の台数 

自転車 １６４台 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 告 示 第 ５ ５ ０ 号   
平成２６年７月２８日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び同法第５３条第１項本文の

指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２並

びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 告 示 第 ５ ５ １ 号   
平成２６年７月２８日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援事業者を次

のとおり指定したので、同法第８５条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３３条

の２の規定により告示する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

 

４３７０１１０

６６２ 

訪問介護事業所 ゆとりすと 

熊本市東区長嶺西一丁目６番８

８号 ザ・クレイン６０５ 

株式会社ゆとりすと 

熊本市東区長嶺東八丁目６番７２号 

代表取締役 永渕 容子 

平成２６年

８月１日 
訪問介護 

４３７０１１０

６６２ 

訪問介護事業所 ゆとりすと 

熊本市東区長嶺西一丁目６番８

８号 ザ・クレイン６０５ 

株式会社ゆとりすと 

熊本市東区長嶺東八丁目６番７２号 

代表取締役 永渕 容子 

平成２６年

８月１日 

介護予防訪

問介護 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地

並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの

種類 

４３７０１１０

６３９ 

リハビリスタジオ ラン・らん ｉｎ

植木 

熊本市北区植木町滴水９番２ 

社会福祉法人滄溟会 

熊本市北区植木町滴水９番２ 

理事長 中原 紘嗣 

平成２６年

８月１日 
通所介護 

４３７０１１０

６３９ 

リハビリスタジオ ラン・らん ｉｎ

植木 

熊本市北区植木町滴水９番２ 

社会福祉法人滄溟会 

熊本市北区植木町滴水９番２ 

理事長 中原 紘嗣 

平成２６年

８月１日 

介護予防通

所介護 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 告 示 第 ５ ５ ２ 号   
平成２６年７月２８日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び同法第５３条第１項本文の

指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２並

びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ５ ５ ３ 号   
平成２６年７月２９日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）及び同法第１

３１条第３号の規定に基づく配当計算書の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３

条の規定に基づき公示する。 
なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  幸 山 政 史   
１ 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

１人 
２ 送達をする書類名 
  差押調書（謄本） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ５ ６ 号   
平成２６年７月２９日   

 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師を次のとおり指定

したので、熊本市身体障害者福祉法施行細則（平成６年規則第６３号）第４条の規定に基づき告示す

る。 
熊本市長  幸 山 政 史   

医師氏名 診療科目 医療機関名 所在地 指定年月日 

杉之原 賢治 脳神経外科 
竜山内科リハビリ

テーション病院 
熊本市北区室園町１０

－１７ 
平成１７年５月２６日

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並び

に代表者の氏名 

指定年月日 サービスの

種類 

４３７０１１０

６７０ 

ケアサポート・土河原 

熊本市南区土河原町２９番地２号 

合同会社ケアサポート・土河原 

熊本市南区土河原町２９番地２号 

代表社員 大川 保洋 

平成２６年 

８月１日 

居宅介護支

援 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並び

に代表者の氏名 

指定年月日 サービスの

種類 

４３６０１９０

７５７ 

訪問看護ステーション すみれ 

熊本市東区長嶺西二丁目１５番１２

４号 

医療法人社団永誠会 

熊本市南区出仲間九丁目２番１号 

理事長 永野 忠 

平成２６年

８月１日 
訪問看護 

４３６０１９０

７５７ 

訪問看護ステーション すみれ 

熊本市東区長嶺西二丁目１５番１２

４号 

医療法人社団永誠会 

熊本市南区出仲間九丁目２番１号 

理事長 永野 忠 

平成２６年

８月１日 

介護予防訪

問看護 
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林田 洋一 整形外科 熊本赤十字病院 
熊本市東区長嶺南二丁

目１－１ 
平成２６年７月２３日

佐田 通夫 消化器内科 西日本病院 
熊本市東区八反田三丁

目２０－１ 
平成２６年７月２３日

岡本 知久 呼吸器内科 熊本市民病院 
熊本市東区湖東一丁目

１－６０ 
平成２６年７月２３日

名村 亮 呼吸器内科 
国立病院機構熊本

医療センター 
熊本市中央区二の丸１

－５ 
平成２６年７月２３日

大塚 忠弘 脳神経外科 
国立病院機構熊本

医療センター 
熊本市中央区二の丸１

－５ 
平成２６年７月２３日

廣田 晋一 循環器内科 熊本市立植木病院 
熊本市北区植木町岩野

２８５－２９ 
平成２６年７月２３日

出田 一郎 
心臓血管外

科 
済生会熊本病院 

熊本市南区近見五丁目

３－１ 
平成２６年７月２３日

押富 隆 
心臓血管外

科 
済生会熊本病院 

熊本市南区近見五丁目

３－１ 
平成２６年７月２３日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ５ ５ ７ 号   
平成２６年７月３０日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により、

介護扶助及び介護支援給付のための介護を担当する機関を指定したので、生活保護法第５５号の２第

１号の規定により告示する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

介護機関名称・所在地・開設者氏名 事業の種類 指定年月日 
茶話本舗デイサービス土河原 

通所介護 平成２６年６月１６日熊本市南区土河原町１９９―１ 
株式会社西日本ケアグループ 代表取締役 光永 悦子 
デイサービス田原の郷 

通所介護・介護予防

通所介護 
平成２６年６月２３日熊本市北区植木町鞍掛１５２１番地１ 

社会福祉法人 心和会 理事長 濱坂 浩一郎 
デイサービスセンター 流泳館 

通所介護・介護予防

通所介護 
平成２６年７月１日 熊本市西区城山半田四丁目６番１８号 

有限会社 熊本西部 代表取締役 西山 博之 
複合型サービスはるかぜ 

複合型サービス 平成２６年７月１日 熊本市西区春日四丁目１８－２８ 
医療法人社団 清心会 理事長 清田 武俊 
エミタス在宅ケアセンター 

訪問介護、介護予防

訪問介護 
平成２６年７月１４日熊本市中央区薬園３番３２号 

医療法人社団 きはら 理事長 木原 和生 
デイサービスセンターはるかぜ 

通所介護、介護予防

通所介護 
平成２６年７月１日 熊本市西区春日四丁目１８－２８ 

医療法人社団 清心会 理事長 清田 武俊 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ５ ５ ８ 号   
平成２６年７月３０日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項により、介護扶助及び介護支援給付

のための介護を担当する機関を指定したので、同法第５５号の２第１号の規定により告示する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

介護機関名称・所在地・開設者氏名 事業の種類 指定年月日 
介護老人保健施設 桔梗苑 

介護予防通所リハビリ

テーション 
平成２６年７月１日 熊本市南区城南町沈目１４８１ 

医療法人 小林会 理事長 小林 明子 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ５ ９ 号   
平成２６年７月３０日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項の規定により次の指定介護機関から

廃止の届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

介護機関名称・所在地・開設者氏名 廃止年月日 
わかばクリニック 

平成２６年６月３０日 熊本市東区若葉三丁目１３番２０号 
片山 貴文  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 告 示 第 ５ ６ ０ 号   
平成２６年７月３１日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び同法第５３条第１項本文の

指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２並

びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

デイサービスセンターかたろう 
通所介護、介護予防

通所介護 
平成２６年７月１日 熊本市西区中原町１１３５番地１ 

株式会社ＣＡＮ 代表取締役 林 京子 
デイサービス Ｎａｔｕｒａｌ Ｗａｌｋ 

通所介護、介護予防

通所介護 
平成２６年７月１０日

熊本市北区植木町岩野９９１番地１ 
株式会社Ｌｉｎｋ ｕｐ ｓｍｉｌｅ  
代表取締役 吉村 明儀 

くるみの郷 
居宅介護支援 平成２６年６月９日 熊本市東区渡鹿八丁目１－７０ 

アースウェル株式会社 代表取締役 大久保 正幸 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並び

に代表者の氏名 

指定年月日 サービスの

種類 

４３７０１１０

６８８ 

デイサービスすみれ 

熊本市東区長嶺西二丁目１５番

１２４号 

医療法人社団永誠会 

熊本市南区出仲間九丁目２番１号 

理事長 永野 忠 

平成２６年

８月１日 
通所介護 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  公   告   

公 告 第 ５ ３ ５ 号   
平成２６年７月１７日   

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、

当該届出を縦覧に供する。 
 なお、当該大規模小売店舗の設置者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につ

いて意見を有する者は、平成２６年１１月１７日までに、市長に対し、意見書を提出することができ

る。 
熊本市長  幸 山 政 史   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  ゆめタウンはません店 
  熊本市南区田井島一丁目２－１ 
２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

（変更前） 

氏名（名称） 代表者（法人の場合） 住  所 

株式会社イズミ 代表取締役 山西 泰明 広島市南区京橋町２番２２号 

（変更後） 

氏名（名称） 代表者（法人の場合） 住  所 

株式会社イズミ 代表取締役 山西 泰明 広島市東区二葉の里三丁目３番１号 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

の氏名 

  （変更前） 

小 売 業 者 
住  所 

氏名（名称） 代表者（法人の場合） 

株式会社イズミ 代表取締役 山西 泰明 広島市南区京橋町２番２２号 

株式会社美向 代表取締役 田中 寿康 熊本市清水新地五丁目３番１２号 

有限会社日の出屋 代表取締役 瀬戸 日出雄 熊本県下益城郡豊野町大字巣林１

４３９番地１ 

有限会社白い貴婦人 取締役社長 松田 善夫 熊本市貢町５３７番地１８ 

株式会社一休本舗 代表取締役 髙木 功一 熊本市秋津三丁目１４番１号 

山崎製パン株式会社 代表取締役 飯島 延浩 東京都千代田区岩本町三丁目１０

番１号 

４３７０１１０

６８８ 

デイサービスすみれ 

熊本市東区長嶺西二丁目１５番

１２４号 

医療法人社団永誠会 

熊本市南区出仲間九丁目２番１号 

理事長 永野 忠 

平成２６年

８月１日 

介護予防通

所介護 
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有限会社スイス 代表取締役 葉山 祐司 熊本市安政町５番２号 

株式会社カワシマ・ゴールド 代表取締役 横田 光夫 静岡県浜松市西丘町２７６番地の

５ 

株式会社シティネット 代表取締役 那須 博子 熊本県荒尾市一部２１５７番地４ 

株式会社古荘本店 代表取締役 古荘 善啓 熊本市古川町１３番地 

筑邦製茶株式会社 代表取締役 田中 秀明 福岡県久留米市荒木町藤田２００

番地 

七川 としえ 七川 としえ 熊本市下益城郡松橋町大字松橋１

５８６番地の３ 

Ａｓ－ｍｅエステール株式会

社 

代表取締役 丸山 雅史 東京都新宿区住吉町８番１２号 

有限会社リンクス 代表取締役 江川 佳文 熊本市白藤町６００番地５２ 

レモンハウス株式会社 代表取締役 中島 祥光 福岡市東区土井一丁目２１番４０

号 

株式会社チヨダ 代表取締役 舟橋 政男 東京都杉並区成田東四丁目３９番

８号 

株式会社リオチェーン 代表取締役 横山 卓幸 名古屋市中区平和一丁目１番２０

号 

株式会社テヅカ 代表取締役 手塚 剛一 宮崎市港東一丁目７番１号 

株式会社ぶーけ 代表取締役 土井 素直 福岡市中央区舞鶴一丁目５番６号

ＳＫビル６階 

株式会社東京デリカ 代表取締役 木山 茂年 東京都葛飾区小岩一丁目４８番１

号 

株式会社リオ横山 代表取締役 横山 和幸 名古屋市中区平和一丁目１５番２

７号 

株式会社ヤマダヤ 代表取締役 山田 道朗 名古屋市西区城西一丁目３番５号 

株式会社ブルーグラス 代表取締役 木村 保 千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

株式会社ヨネザワ 代表取締役 米澤 房朝 熊本市水前寺六丁目１番３８号 

株式会社ワールド 代表取締役社長 寺井 秀

藏 

神戸市中央区港島中町六丁目８番

１ 

株式会社イーストボーイ 代表取締役 小林 孝是 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目８番

３号 

有限会社インプレス 代表取締役 光安 勇 福岡市東区多の津一丁目１１番２

号 
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イトキン株式会社 代表取締役 辻村 章夫 大阪市中央区久太郎町二丁目４番

２５号 

株式会社プレジャージーン 代表取締役 藤井 豊 大阪市中央区久太郎町二丁目２番

７号 

株式会社ヒロコーポレーショ

ン 

代表取締役 井上 文子 福岡市東区松崎三丁目３番２０号 

有限会社アルパ 代表取締役 末岡 潔 福岡県筑紫野市大字上古賀８番地

１１ 

株式会社チュチュアンナ 代表取締役 上田 利昭 大阪市阿倍野区天王寺町北二丁目

３番１号 

合資会社ハヤカワ運動具店 代表社員  早川  典宏 熊本市上通町９番１号 

株式会社ヴィレッジヴァンガ

ードコーポレーション 

代表取締役 菊池 敬一 愛知県愛知郡長久手町大字長湫上

鴨田１２番地１ 

有限会社ＯＮＥ ＷＯＲＬＤ 代表取締役 芦田 司 熊本市上林町１番３０号 

株式会社Ｋ’s 代表取締役 葉 亜治 熊本市九品寺二丁目４番１－１５

０２号 

有限会社リアルセレクション 取締役 吉田 真納美 熊本市楠野町４９４番地１３ 

株式会社タカキュー 代表取締役 臼井 一秀 東京都板橋区板橋三丁目９番７号 

株式会社やまと 代表取締役 矢嶋 孝敏 東京都新宿区新宿三丁目２８番１

６号 

株式会社冒険王 代表取締役 堀岡 洋行 広島市安佐北区可部四丁目１番１

０号 

ヘリオス株式会社 代表取締役 安藤 邦夫 名古屋市東区相生町５５番地 

株式会社ハニーズ 代表取締役 江尻 義久 福島県いわき市鹿島町走熊字七本

松２７番地の１ 

エルエイトレーディング株式

会社 

代表取締役 井上 正憲 福岡市早良区藤崎二丁目１０番１

０号 

株式会社タツミヤ 代表取締役 曲渕 恵美子 東京都八王子市暁町一丁目３２番

１３号 

太陽商事株式会社 代表取締役 増田 勝成 長崎県佐世保市卸本町８番３号 

株式会社モリエ 代表取締役 中川 秀夫 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 

有限会社ハリカ菊池店 代表取締役 堤 宣之 熊本県菊池市界隈府４６８番地 

有限会社コグマ 代表取締役 土師 衡三 熊本市下通二丁目１番３２号 

丸高衣料株式会社 代表取締役 川口 俊治 大阪市中央区玉造二丁目８番３号 
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有限会社フリーダム 代表取締役 佐藤 利典 熊本市八反田三丁目２番８０－１

０７号 

株式会社ビーユー 代表取締役 林田 和昭 大阪市西成区梅南一丁目７番３１

号第２花園ビル 

株式会社ビスク 代表取締役 豊村 コツキ 福岡市中央区天神三丁目４番７号 

株式会社三城 代表取締役 多根 裕詞 東京都中央区銀座二丁目７番１７

号 

株式会社サンリオ 代表取締役 辻 信太郎 東京都品川区大崎一丁目６番１号 

株式会社夢や 代表取締役 安東 恵美子 高松市朝日新町１７番２０号 

株式会社ベーカーズストリー

ト 

代表取締役 榊原 龍男 千葉県市川市中山四丁目１８番１

６号 

有限会社ポピー 代表取締役 平野 宝生 熊本県鹿本郡鹿本町来民１７３８

番地 

有限会社エフケイ 取締役 栗原 八重子 熊本県下益城郡小川町大字南海東

１０８９番地２ 

株式会社多津屋 代表取締役 松田 祥吾 長崎市浜町４番４号 

寺内株式会社 代表取締役 中山 誠一郎 大阪市中央区南久宝寺町一丁目９

番１３号 

株式会社コミュニケーショ

ン・ワークス 

代表取締役 松嶋 義則  熊本市江越一丁目１２番１５号 

株式会社パレモ 代表取締役 中本 敏幸 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 

株式会社ライトオン 代表取締役 藤原 政博 茨城県つくば市吾妻一丁目１１番

１ 

和信産業株式会社 代表取締役 浦山 政信 長崎県佐世保市卸本町２７番１号 

株式会社ドーベルマン 代表取締役 奥田 耕三 大阪市北区本庄西二丁目２１番６

号 

木本 拓見 木本 拓見 熊本県荒尾市本井手１５５８－１

１７ メゾンド緑ヶ丘１Ｆ 

吉田 貴史 吉田 貴史 熊本市水道町３－４ 

有限会社アサヒコーポレーシ

ョン 

代表取締役 小幡 一夫 熊本市大江四丁目２番１６号 第

２シルクビル３０１号 

株式会社アイ・エム・シー 代表取締役 栗山 勝之 東京都中央区日本橋室町三丁目３

番１号 

株式会社エイティー今藤 代表取締役 今藤 尚一 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名

１８６番地 
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株式会社銀座伊勢由 代表取締役 天明 義彦 名古屋市中区丸の内一丁目５番５

号 

株式会社オンデーズ 代表取締役 田中 修治 東京都豊島区西池袋一丁目１５番

７号 

株式会社紀伊國屋書店 代表取締役 高井 昌史 東京都新宿区新宿三丁目１７番７

号 

野田 強 野田 強 福岡県柳川市三橋町礒鳥３１１番

地４ 

株式会社ハビタ 取締役 上野 眞弓 熊本市水前寺公園２３番５０号 

有限会社浜や 代表取締役 宮本 哲晃 熊本県宇土市善道寺町綾織９５番

地 

有限会社ビーエフユー 代表取締役 古川 鉄広 福岡県筑後市大字長浜２２２２番

地 

堀田 憲一 堀田 憲一 熊本県宇土市下網田町１２４９番

地１ 

株式会社マックハウス 代表取締役 栗原 勝利 東京都杉並区梅里一丁目７番７号 

光洋株式会社 代表取締役 早川 泰弘 熊本県玉名市安楽寺２３２－２ 

株式会社ウォッチ・ビジネ

ス・カンパニー 

代表取締役 鍵本 優 広島市西区商工センター二丁目３

番１号 

株式会社ユニクロ 代表取締役 柳井 正 山口市佐山７１７番地１ 

株式会社ベスト電器 代表取締役 小野 浩司 福岡市博多区千代六丁目２番３３

号 

  （変更後） 

小 売 業 者 
住  所 

氏名（名称） 代表者（法人の場合） 

株式会社イズミ 代表取締役 山西 泰明 広島市東区二葉の里三丁目３番１

号 

株式会社美向 代表取締役 田中 寿康 熊本市北区清水新地五丁目３番１

２号 

有限会社日の出屋 代表取締役 瀬戸 日出雄 熊本県下益城郡豊野町大字巣林１

４３９番地１ 

有限会社白い貴婦人 取締役社長 松田 善夫 熊本市北区貢町５３７番地１８ 

株式会社一休本舗 代表取締役 髙木 功一 熊本市東区秋津三丁目１４番１号 

山崎製パン株式会社 代表取締役 飯島 延浩 東京都千代田区岩本町三丁目１０

番１号 
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有限会社スイス 代表取締役 葉山 祐司 熊本市中央区安政町５番２号 

株式会社シティネット 代表取締役 那須 博子 熊本県荒尾市一部２１５７番地４ 

株式会社古荘本店 代表取締役 古荘 善啓 熊本市中央区古川町１３番地 

筑邦製茶株式会社 代表取締役 田中 秀明 福岡県久留米市荒木町藤田２００

番地 

七川 としえ 七川 としえ 熊本県宇城市松橋町松橋１５８６

番地の３ 

Ａｓ－ｍｅエステール株式会

社 

代表取締役 丸山 雅史 東京都港区虎ノ門四丁目３番１３

号 

株式会社チヨダ 代表取締役 舟橋 政男 東京都杉並区成田東四丁目３９番

８号 

株式会社リオグループホール

ディングス 

代表取締役 横山 卓幸 名古屋市中区平和一丁目５番２７

号 

株式会社テヅカ 代表取締役 手塚 剛一 宮崎市港東一丁目７番１号 

株式会社東京デリカ 代表取締役 木山 茂年 東京都葛飾区新小岩一丁目４８－

１４ 

株式会社ヤマダヤ 代表取締役 山田 道朗 名古屋市西区城西一丁目３番５号 

株式会社コックス 代表取締役 吉竹 英典 東京都中央区日本橋浜町一丁目２

番１号 

株式会社ヨネザワ 代表取締役 米澤 房朝 熊本市中央区水前寺六丁目１番３

８号 

株式会社ワールド 代表取締役社長 寺井 秀

藏 

神戸市中央区港島中町六丁目８番

１号 

イトキン株式会社 代表取締役 辻村 章夫 大阪市中央区久太郎町二丁目４番

２５号 

株式会社プレジャージーン 代表取締役 藤井 豊 大阪市中央区南本町一丁目４番８

号 

株式会社ヒロコープレーショ

ン 

代表取締役 井上 恭枝 福岡市東区千早四丁目１０番１号 

有限会社アルパ 代表取締役 末岡 潔 熊本市南区出仲間八丁目９番３－

８０８号 

株式会社チュチュアンナ 代表取締役 上田 利昭 大阪市阿倍野区天王寺町北二丁目

３番１号 

株式会社ヴィレッジヴァンガ

ードコーポレーション 

代表取締役 白川 篤典 名古屋市名東区上社一丁目９０１

番地 
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有限会社リアルセレクション 取締役 吉田 真納美 熊本市楠野町４９４番地１３ 

株式会社タカキュー 代表取締役 臼井 一秀 東京都板橋区板橋三丁目９番７号 

株式会社やまと 代表取締役 矢嶋 孝敏 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目２７

番３号 

株式会社冒険王 代表取締役 堀岡 洋行 広島市安佐北区可部四丁目１番１

０号 

株式会社ハニーズ 代表取締役 江尻 義久 福島県いわき市鹿島町走熊字七本

松２７番地の１ 

エルエイトレーディング株式

会社 

代表取締役 井上 正憲 福岡市早良区藤崎二丁目１０番１

０号 

株式会社タツミヤ 代表取締役 指田 努 東京都八王子市暁町一丁目３２番

１３号 

太陽商事株式会社 代表取締役 増田 勝成 長崎県佐世保市卸本町８番３号 

有限会社ハリカ菊池店 代表取締役 堤 宣之 熊本県菊池市界隈府４８６番地 

有限会社コグマ 代表取締役 土師 衡三 熊本市下通二丁目１番３２号 

株式会社ビーユー 代表取締役 小倉 久明 大阪市西成区梅南一丁目７番３号

第２花園ビル 

株式会社ビスク 代表取締役 豊村 政人 福岡市中央区今泉一丁目１６番２

０号 

株式会社三城 代表取締役 多根 裕詞 東京都中央区銀座二丁目７番１７

号 

株式会社サンリオ 代表取締役 辻 信太郎 東京都品川区大崎一丁目６番１号 

株式会社夢や 代表取締役 安東 恵美子 高松市朝日新町１７番２０号 

株式会社ベーカーズストリー

ト 

代表取締役 榊原 龍男 千葉県市川市中山四丁目１８番１

６号 

株式会社多津屋 代表取締役 松田 照美 長崎県長崎市浜町４番４号 

寺内株式会社 代表取締役 中山 誠一郎 大阪市中央区南久宝寺町一丁目９

番１３号 

株式会社コミュニケーショ

ン・ワークス 

代表取締役 松嶋 義則  熊本市江越一丁目１２番１５号 

株式会社パレモ 代表取締役 小田 保則 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 

株式会社ライトオン 代表取締役 藤原 政博 茨城県つくば市吾妻一丁目１１番

１ 

和信産業株式会社 代表取締役 浦山 政信 長崎県佐世保市卸本町２７番１号 
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木本 拓見 木本 拓見 熊本県荒尾市本井手１５５８－１

１７ メゾンド緑ヶ丘１Ｆ 

吉田 貴史 吉田 貴史 熊本市水道町３－４ 

株式会社エイティー今藤 代表取締役 今藤 尚一 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名

１８６番地 

株式会社オンデーズ 代表取締役 田中 修治 東京都豊島区西池袋一丁目１５番

７号 

株式会社紀伊國屋書店 代表取締役 高井 昌文 東京都新宿区新宿三丁目１７番７

号 

株式会社ハビタ 取締役 上野 眞弓 熊本市水前寺公園２３番５０号 

有限会社ビーエフユー 代表取締役 古川 鉄広 福岡県筑後市大字長浜２２２２番

地 

株式会社マックハウス 代表取締役 白土 孝 東京都杉並区梅里一丁目７番７号 

光洋株式会社 代表取締役 早川 康洋 熊本県玉名市安楽寺２３２－２ 

株式会社ウォッチ・ビジネ

ス・カンパニー 

代表取締役 鍵本 優 広島市西区商工センター二丁目３

番１号 

株式会社ユニクロ 代表取締役 柳井 正 山口市佐山７１７番地１ 

株式会社ベスト電器 代表取締役 小野 浩司 福岡市博多区千代六丁目２番３３

号 

株式会社アップスイング 代表取締役 鈴木 康祐 鹿児島県鹿児島市東谷山四丁目３

１番１１号 

株式会社オッジ・インターナ

ショナル 

代表取締役 安井 武昌 大阪市中央区備後町三丁目１番６

号 

株式会社キャメル珈琲 代表取締役 尾田 信夫 東京都世田谷区代田二丁目３１番

８号 

株式会社キング 代表取締役 山田 幸雄 京都市下京区東塩小路高倉町２番

の１ 

株式会社クボ 代表取締役 久保 光史 福岡市東区美和台三丁目１３番８

号 

株式会社クリエイティブヨー

コ 

代表取締役 小林 忠良 長野県長野市大字高田６６７番地

１６ 

株式会社クロスカンパニー 代表取締役 石川 康晴 岡山市北区幸町２番８号 

株式会社シカオ 代表取締役 鹿尾 英司 熊本市東区新生二丁目２３－６ 

ジョウツー株式会社 代表取締役 後藤 英夫 熊本市中央区渡鹿三丁目１１番１

号 
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株式会社ジーユー 代表取締役 柚木 治 山口県山口市佐山７１７番地１ 

スリープビューティ株式会社 代表取締役 藤吉 喜代美 熊本県菊池郡大津町大津１４２４

番地１ 

有限会社ソリッド 代表取締役 平野 一貴 広島市安佐南区高取南三丁目１９

号１０番 

株式会社タオル美術館 代表取締役 越智 康行 東京都港区白金台三丁目１９番１

号 

株式会社チチカカ 代表取締役 木南 仁志 横浜市港北区新横浜二丁目２番地

３ 

有限会社デイライト 代表取締役 古荘 礼子 熊本市中央区水道町３－１４ 

株式会社トリニティアーツ 代表取締役 木村 治 東京都千代田区丸の内３－４－１ 

有限会社ハギノ 代表取締役 萩野 逸子 熊本県八代市鏡町内田９７番地２

４ 

株式会社ハヴァナイストリッ

プ 

代表取締役 山本 秀一 神戸市中央区上筒井通三丁目２番

５号 

株式会社ヒマラヤ 代表取締役 野水 優治 岐阜県岐阜市江添一丁目１番１号 

株式会社フェズ 代表取締役 米川  和弘 福岡市博多区博多駅東三丁目４番

１０号 

有限会社遠田工房 代表取締役 遠田 芳章 宮崎県延岡市昭和町二丁目２２４

５－２ 

株式会社Ｆ・Ｏ・インターナ

ショナル 

代表取締役 小野 行由 神戸市中央区三宮町二丁目４番１

号 

株式会社エービーシー・マー

ト 

代表取締役 野口 実 東京都渋谷区神南一丁目８番５号 

株式会社九州フラワーズ 代表取締役 田中 正文 熊本市中央区国府三丁目２７番２

０号 

株式会社サザンクロス 代表取締役 富田 正明 福岡市東区多の津５－２７－１２ 

合資会社三角古美術店 代表社員 古村 眞代 熊本市中央区中唐人町１５番地 

原田 薫 原田 薫 熊本県宇城市松橋町浦川内６－１ 

武蔵株式会社 代表取締役 武蔵 信也 熊本市南区流通団地一丁目４７番

地 

３ 変更の年月日 
(1) 平成２５年１１月２５日 
(2) 平成２５年１１月２５日 

４ 変更する理由 
 (1) 本社移転のため（株式会社イズミ） 
 (2) 小売業者の入退店等による変更のため 
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５ 届出年月日 
平成２６年７月９日 

６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
(1) 縦覧場所 

熊本市農水商工局商工振興課、熊本市南区役所総務企画課及び熊本県商工観光労働部商工労働

局商工振興金融課 
(2) 縦覧期間 

平成２６年７月１７日から平成２６年１１月１７まで 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ５ ３ ９ 号   

平成２６年７月１８日   

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、

当該届出を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗の設置者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につ

いて意見を有する者は、平成２６年１１月１８日までに、市長に対し、意見書を提出することができ

る。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ゆめタウン大江 

  熊本市中央区大江三丁目６番２５の一部 

２ 変更した事項 

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の

氏名 

  （変更前） 

小 売 業 者 
住  所 

氏名（名称） 代表者（法人の場合） 

株式会社イズミ 代表取締役 山西 泰明 広島市東区二葉の里三丁目３番１

号 

その他未定 ― ― 

  （変更後） 

小 売 業 者 
住  所 

氏名（名称） 代表者（法人の場合） 

株式会社イズミ 代表取締役 山西 泰明 広島市東区二葉の里三丁目３番１

号 

株式会社エヌコーポレ

ーション 

代表取締役 小椋 昭男 東京都台東区東上野一丁目２６番

２号 

株式会社エービーシ

ー・マート 

代表取締役 野口 実 東京都渋谷区神南一丁目１１番５

号 

株式会社オッジ・インタ

ーナショナル 

代表取締役 安井 武昌 大阪市中央区備後町三丁目１番６

号 
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株式会社クロスカンパ

ニー 

代表取締役 石川 康晴 岡山市北区幸町２番８号 

株式会社トランドール 代表取締役 山田 眞弘 福岡市東区千早四丁目９２番２４

号 

株式会社ハビタ 代表取締役 上野 眞弓 熊本市中央区水前寺公園２３番５

０号 

株式会社ビーエフユー 代表取締役 古川 鉄広 福岡県筑後市大字長浜２２２２番

地 

株式会社ヨネザワ 代表取締役 米澤 房朝 熊本市中央区水前寺六丁目１番３

８号 

株式会社五山房 代表取締役 井 和彦 熊本市東区長嶺西二丁目２４番４

号 

木本 拓見 木本 拓見 熊本県荒尾市本井手１５５８番１

１７号 

筑邦製茶株式会社 代表取締役 田中 秀明 福岡県久留米市荒木町藤田２００

番地 

株式会社ウォッチ・ビジ

ネス・カンパニー 

代表取締役 鍵本 優 広島市西区商工センター二丁目３

番１号 

株式会社アイ・ティー・

ケイ 

代表取締役 髙城 仁一郎 宮崎県都城市太郎坊町７７５２番

地１ 

株式会社柿安本店 代表取締役 赤塚 保正 三重県桑名市吉之丸８番地 

辻商株式会社 代表取締役 辻本 憲之 奈良県磯城郡田原本町大字八尾６

２４番地１ 

３ 変更の年月日 

  平成２６年６月２４日 

４ 変更する理由 

  小売業者決定のため 

５ 届出年月日 

平成２６年７月１４日 

６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

熊本市農水商工局商工振興課、熊本市中央区役所総務企画課及び熊本県商工観光労働部商工労

働局商工振興金融課 

(2) 縦覧期間 

平成２６年７月１８日から平成２６年１１月１８日まで 

__________________________________________________________________________________________ 

公 告 第 ５ ４ ３ 号   
平成２６年７月１８日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が
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完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区富合町古閑字裏免８４２番１ 

  １，８０４．４６平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市東区健軍一丁目２７番１号 
  株式会社 愛住宅 

代表取締役 前田 年哉 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ５ ４ ７ 号   
平成２６年７月２３日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の

規定により、都市計画を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項

の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 
 なお、熊本市の住民並びに利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに縦覧に供された都市計画の案

について熊本市に意見書を提出することができる。 
熊本市長  幸 山 政 史   

１ 都市計画の種類及び名称 
熊本都市計画下水道の変更 熊本公共下水道 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 
熊本市西区上代十丁目 

３ 都市計画の案の縦覧場所 
  熊本市都市建設局都市政策課 
  西区役所総務企画課 
４ 縦覧期間 
  平成２６年７月２３日から平成２６年８月６日まで 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ５ ４ ８ 号   
平成２６年７月２３日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の

規定により、都市計画を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項

の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 
 なお、熊本市の住民並びに利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに縦覧に供された都市計画の案

について熊本市に意見書を提出することができる。 
熊本市長  幸 山 政 史   

１ 都市計画の種類及び名称 
熊本都市計画公園の変更 ２・２・１６５号 新大江三丁目公園 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 
熊本市中央区新大江三丁目 

３ 都市計画の案の縦覧場所  
  熊本市都市建設局都市政策課 
４ 縦覧期間 
  平成２６年７月２３日から平成２６年８月６日まで 
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公 告 第 ５ ４ ９ 号   
平成２６年７月２３日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の

規定により、都市計画を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項

の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 
 なお、熊本市の住民並びに利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに縦覧に供された都市計画の案

について熊本市に意見書を提出することができる。 
熊本市長  幸 山 政 史   

１ 都市計画の種類及び名称 
熊本都市計画道路の変更 ３・５・５４号 刈草薄場線 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 
熊本市南区刈草一丁目 刈草二丁目 島町四丁目 島町五丁目 荒尾一丁目 薄場町 

３ 都市計画の案の縦覧場所 
  熊本市都市建設局都市政策課 
  南区役所総務企画課 
４ 縦覧期間 
  平成２６年７月２２日から平成２６年８月５日まで 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ５ ５ ０ 号   
平成２６年７月２３日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）法第１９条第１項の規定により、都市計画を決定したい

ので、同法第１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供す

る。 
 なお、熊本市の住民並びに利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに縦覧に供された都市計画の案

について熊本市に意見書を提出することができる。 
熊本市長  幸 山 政 史   

１ 都市計画の種類及び名称 
熊本都市計画地区計画の決定 出水七丁目地区地区計画 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 
熊本市中央区出水七丁目 

３ 都市計画の案の縦覧場所 
  熊本市都市建設局都市政策課 
４ 縦覧期間 
  平成２６年７月２３日から平成２６年８月６日まで 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ５ ５ ２ 号   
平成２６年７月２３日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区会富町字千手１２９番 

  ９３８．３７平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

熊本市西区上代八丁目１０番２２号 
  株式会社 幸保工務店 
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   代表取締役 叶井 誠司 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ５ ５ ３ 号   
平成２６年７月２４日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市東区戸島西三丁目３４０７番１、３４０７番２ 

  １，９９９．１４平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市東区戸島西一丁目１６番２２号 
  医療法人社団 青嶺会   

理事長 谷口 秀人 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

    公 告 第 ５ ５ ４ 号   
平成２６年７月２５日   

熊本市情報公開条例（平成１０年条例第３３号）第２３条の規定により、平成２５年度の同条例に

よる文書等の開示の実施状況を次のとおり公表する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

平成２５年度情報公開制度の実施状況 
（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで） 
１ 開示請求件数及びその処理状況 

（単位：件） 

開 示 
 

請 求 
 

件 数 

処  理  状  況 

開 示 
 
決 定 

部 分 
開 示 
決 定 

請求拒否決定 

合 計 取下げ 却下 

不開示 存 否 
不回答 不存在 その他 小 計 

９７４ ６８１ ２３７ １８ ０ １０５ １ １２４ １０４２ ６ ０

〔備考〕 
１ １件の開示請求に対し、複数の決定が為される場合があるため、開示請求件数と処理件数とは、 
必ずしも一致しない。 

２ 部分開示決定とは、開示請求に係る文書等の一部について請求拒否の決定をし、その他の部分に

ついて開示の決定をしたものをいう。 
３ 存否不回答とは、条例第９条の規定により請求拒否の決定をしたものをいう。 
４ その他とは、条例が適用されない文書等に対する請求等その他の理由により、請求拒否の決定を 
したものをいう。 
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２ 実施機関別の開示請求件数及び処理状況 
  （単位：件） 

実施機関 
開 示

請 求

件 数

処    理    状    況 

開 示 
決 定 

部 分 
開 示 
決 定 

請求拒否決定 
合 計 

取

下

げ 
却下 

不開示
存 否

不回答
不存在 その他 計 

市 
 
 
 
長 

総 務 局 １５ ７ ３ ４ ０ ８ ０ １２ ２２ １ ０

企 画 振 興 局 ５４ １９ １１ ２ ０ ３１ ０ ３３ ６３ ０ ０

財 政 局 ５ ４ ０ ０ ０ ２ ０ ２ ６ ０ ０

健康福祉子ども局 １６１ １１３ ４５ ３ ０ ９ ０ １２ １７０ ０ ０

環 境 局 ４３ ２７ ９ １ ０ ７ ０ ８ ４４ ０ ０

農 水 商 工 局 １９ １５ ３ ０ ０ ３ ０ ３ ２１ ０ ０

観光文化交流局 １５ ９ ３ ０ ０ ６ ０ ６ １８ ０ ０

都 市 建 設 局 ４３１ ２９３ １３３ ５ ０ ２１ １ ２７ ４５３ ０ ０

中 央 区 役 所 ７ ２ ４ ０ ０ １ ０ １ ７ １ ０

東 区 役 所 ５ ２ ３ ０ ０ １ ０ １ ６ ０ ０

西 区 役 所 ８ ６ ２ １ ０ ５ ０ ６ １４ ０ ０

南 区 役 所 ７ ４ ３ ０ ０ １ ０ １ ８ ０ ０

北 区 役 所 ９ ６ ２ ０ ０ ２ ０ ２ １０ ０ ０

会 計 総 室 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

小 計 ７７９ ５０７ ２２１ １６ ０ ９７ １ １１４ ８４２ ２ ０

教 育 委 員 会 ２５ ２２ ３ ０ ０ ２ ０ ２ ２７ ０ ０

選 挙 管 理 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

人 事 委 員 会 ６ ４ １ １ ０ ０ ０ １ ６ ０ ０

監 査 委 員 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

農 業 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

固 定 資 産 評 価 
審 査 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

公
営
企
業
管
理
者

交 通 局 ６ ６ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ６ ０ ０

上 下 水 道 局 １３４ １２４ ７ １ ０ ３ ０ ４ １３５ ３ ０

病 院 局 ９ ８ １ ０ ０ １ ０ １ １０ ０ ０

消防長 消 防 局 １４ ９ ４ ０ ０ １ ０ １ １４ １ ０

議 会 １ １ ０ ０ ０ １ ０ １ ２ ０ ０

合 計 ９７４ ６８１ ２３７ １８ ０ １０５ １ １２４ １０４２ ６ ０
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３ 不服申立ての件数及び処理状況 
（単位：件） 

不服申立て件数 

処理状況 

決定済 裁決済 
審議会で 

審 議 中     

実施機関 

で検討中 
取下げ 

２ ５ 年 度 

異 議 申 立 て ７ ２  ３ ７ １

審 査 請 求 ０  ０ ０ ０ ０

合  計 ７ ２ ０ ３ ７ １

［備考］ 
 １ 平成２５年度以前から出されていた不服申立てに関する処理状況も含むため、不服申立て件数 

と処理状況の件数は一致しない。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

   公 告 第 ５ ５ ５ 号   
平成２６年７月２５日   

熊本市個人情報保護条例（平成１３年条例第４３号）第３５条の規定により、平成２５年度の同条

例による文書等の開示の実施状況を次のとおり公表する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

平成２５年度個人情報保護制度の実施状況 
（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで） 
１ 開示請求件数及びその処理状況 

                                    （単位：件） 

開 示 
請 求 
件 数 

処  理  状  況 

開 示 
決 定 

一 部 
開 示 
決 定 

不開示 不存在 存 否 
不回答 合計 取下げ 却下 

９３ ３８ ３６ ５ ２７ ０ １０６ ０ ０

〔備考〕 
１ １件の開示請求に対し、複数の決定が為される場合があるため、開示請求件数と処理件数とは、 
必ずしも一致しない。 

２ 一部開示決定とは、開示請求に係る文書等の一部について請求拒否の決定をし、その他の部分に

ついて開示の決定をしたものをいう。 
３ 存否不回答とは、条例第１７条の規定により請求拒否の決定をしたものをいう。 
 
２ 実施機関別の開示請求件数及び処理状況 
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（単位：件） 

実施機関 

開 示 

請 求 

件 数 

処    理    状    況 

開 示 
決 定 

一 部 

開 示 

決 定 

不開示 不存在 存 否 
不回答 合 計 取下げ 却下 

市 

 

 

 

長 

総 務 局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

企 画 振 興 局 ４０ １２ ８ ２ ２０ ０ ４２ ０ ０

財 政 局 １ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ ０

健康福祉子ども局 １６ ７ ９ １ ０ ０ １７ ０ ０

環 境 局 １ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ ０

農 水 商 工 局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

観光文化交流局 １ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ ０

都 市 建 設 局 ３ １ １ ０ １ ０ ３ ０ ０

中 央 区 役 所 ５ ３ ２ ０ １ ０ ６ ０ ０

東 区 役 所 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

西 区 役 所 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

南 区 役 所 ４ ２ ２ ０ ０ ０ ４ ０ ０

北 区 役 所 １ １ ０ ０ １ ０ ２ ０ ０

会 計 総 室 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

小 計 ７２ ２６ ２４ ３ ２４ ０ ７７ ０ ０

教 育 委 員 会 ８ ６ ５ １ ３ ０ １５ ０ ０

選 挙 管 理 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

人 事 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

監 査 委 員 １ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０

農 業 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

固 定 資 産 評 価 
審 査 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

公 営 

企 業 

管 理 者 

交 通 局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

上 下 水 道 局 １ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ ０

病 院 局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

消 防 長 消 防 局 １１ ５ ６ １ ０ ０ １２ ０ ０

議 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

合 計 ９３ ３８ ３６ ５ ２７ ０ １０６ ０ ０
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３ 不服申立ての件数及び処理状況 
（単位：件） 

不服申立て件数 

処理状況 

決定済 
審議会で 

審 議 中     

実施機関 

で検討中 
取下げ 

２ ５ 年 度 不 服 申 立 て １ ０ ０ １ ０

 
４ 訂正請求の状況 

（単位：件） 

訂正請求件数 
処理状況 

訂正 一部訂正 非訂正 

２ ５ 年 度 訂 正 請 求 ０ － － －

 
５ 利用停止請求の状況 

（単位：件） 

 
 
 
 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ５ ５ ７ 号   
平成２６年７月２８日   

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定による変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、

当該届出を縦覧に供する。 
 なお、当該大規模小売店舗の設置者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につ

いて意見を有する者は、平成２６年１１月２８日までに、市長に対し、意見書を提出することができ

る。 
熊本市長  幸 山 政 史   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  ゆめタウンはません 
  熊本市南区田井島一丁目２－１ 
２ 変更しようとする事項の概要 

(1) 駐車場の位置（収容台数の変更なし） 
ＮＯ． 駐車場の種類 変更前 変更後 位  置 

Ａ 屋外平面駐車場（自走

式） 
４２５台 ４２５台 

店舗正面 

Ｂ 屋外平面駐車場（自走

式） 
５６台 ５６台 

店舗南側 

Ｃ 屋外平面駐車場（自走

式） 
４１１台 ４１１台 

店舗北側（家電棟ピロ

ティ含む） 

 利用停止請求件数 

２ ５ 年 度 ０
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Ｄ 立体駐車場（自走式） ３９８台 ３９８台 店舗裏側 

Ｅ 立体駐車場（自走式） ３６３台 ３６３台 店舗北側 

Ｆ 屋内平面駐車場（自走

式） 
７６台 ７６台 

シネマ館ピロティ 

Ｇ 屋外平面駐車場（自走

式） 
７１８台 ８５４台 

北側三角地 

Ｈ 屋外平面駐車場（自走

式） 
１３６台 ０台 

中央病院南側 

合計 ２５８３台 ２５８３台  

(2) 駐車場の出入口の数及び位置  
ＮＯ． 駐車場の種類 変更前 変更後 位  置 

Ａ 屋外平面駐車場（自走

式） 
２ ２ 

店舗正面 

Ｂ 屋外平面駐車場（自走

式） 
Ａと共用 Ａと共用 

店舗南側 

Ｃ 屋外平面駐車場（自走

式） 
２ ２ 

店舗北側（家電棟ピロ

ティ含む） 

Ｄ 立体駐車場（自走式） Ｃと共用 Ｃと共用 店舗裏側 

Ｅ 立体駐車場（自走式） Ｃと共用 Ｃと共用 店舗北側 

Ｆ 屋内平面駐車場（自走

式） 
Ａと共用 Ａと共用 

シネマ館ピロティ 

Ｇ 屋内平面駐車場（自走

式） 
２ ２ 

北側三角地 

Ｈ 屋内平面駐車場（自走

式） 
２ ０ 

中央病院南側 

合計 ８ ６  

３ 変更する年月日 
平成２７年３月１５日 
（但し、借地駐車場Ｎｏ．Ｈは、地権者の都合により平成２６年５月３０日付けで契約解除とな

るため、同日をもって変更する） 
４ 変更する理由 
  借地駐車場Ｎｏ．Ｈは、地権者の都合により平成２６年５月３０日で契約解除となるため、その

来客用駐車場の減少分について、駐車場Ｎｏ．Ｇの従業員用駐車場の一部を来客用駐車場とするた

め 
５ 届出年月日 

平成２６年７月１５日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 
熊本市農水商工局商工振興課、熊本市南区役所総務企画課及び熊本県商工観光労働部商工労働

局商工振興金融課 
(2) 縦覧期間 

平成２６年７月２８日から平成２６年１１月２８日まで 
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公 告 第 ５ ５ ９ 号   
平成２６年７月２８日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市東区画図町大字重富字前無田５０９番６、５１０番１ 

  １，６８３．１２平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市南区田迎六丁目５番４０号 
  医療法人社団 大樹会 
   理事長 江頭 有朋 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ５ ６ １ 号   
平成２６年７月３０日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市東区戸島西五丁目３１１９番２、３１１９番４ 

  １，１７７．８３平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市東区保田窪本町４番３２号 
  有限会社 クリエイト 
   代表取締役 原本 栄興 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 公 告 第 ５ ６ ２ 号   
平成２６年７月３０日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
  熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市北区打越町２８０番、６７７番１及び水路 

  ４，６８１．３０平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市東区上南部二丁目１番１００号 
  株式会社 ハピネス 
   代表取締役 中園 千加江 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ５ ６ ３ 号   
平成２６年７月３０日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市東区佐土原三丁目４４３番１ 
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  １，６１３．８０平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市東区若葉四丁目 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ５ ６ ４ 号   
平成２６年７月３１日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区奥古閑町字下前通４９３番１ 

  ４９７．４１平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市南区銭塘町 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ５ ６ ６ 号   
平成２６年７月３１日   

 熊本市建設工事低入札価格調査実施要領の一部を改正する要領を公告する。 
熊本市長  幸 山 政 史   

熊本市建設工事低入札価格調査実施要領の一部を改正する要領 
 熊本市建設工事低入札価格調査実施要領（平成１０年告示第１１３号）の一部を次のように改正す

る。 
第４条第２項中「当該各号に定める額」を「当該各号の規定により算出した額を基礎として、当該額

を下回らないように市長が定めるもの」に、同条第３項中「直接工事費」を「入札書比較価格の算出

の基礎となった直接工事費」に改める。 
 
   附 則 
この要領は、平成２６年７月３１日から施行し、一般競争入札にあっては同日以後に公告をするも

の、指名競争入札にあっては同日以後に指名をするものについて適用する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 上 下 水 道 局  

上下水道局告示第４８号   
平成２６年７月１７日   

  次の者を熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者として指定したので、熊本市上下水道局指定給

水装置工事事業者規程（平成１０年水道局規程第５号）第１０条第1号の規定により告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 事業所所在地・名称・代表者名 指定年月日 
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第７６１号 

熊本市南区良町三丁目３番３７号 

モトムラ設備 

代表 本村 俊彦 

平成２６年７月４日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局告示第４９号   
平成２６年７月１７日   

  熊本市排水設備指定工事店を新たに指定したので、熊本市下水道条例施行規程（平成２１年上下水

道局規程第３６号）第２２条第１号の規定により、次のとおり告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 所在地・商号・代表者名 指定年月日 

第７１８号 

熊本市南区良町三丁目３番３７号 

モトムラ設備 

代表者 本村 俊彦 

平成２６年７月４日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局告示第５０号   
平成２６年７月１７日   

  熊本市排水設備指定工事店を新たに指定したので、熊本市下水道条例施行規程（平成２１年上下水

道局規程第３６号）第２２条第１号の規定により、次のとおり告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 所在地・商号・代表者名 指定年月日 

第７１９号 

八代市鏡町北新地５１２番地１０ 

有限会社宮﨑工業 

代表取締役 宮﨑 隆二 

平成２６年７月７日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局告示第５１号   

平成２６年７月２５日   

次の者を熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者として指定したので、熊本市上下水道局指定給

水装置工事事業者規程（平成１０年水道局規程第５号）第１０条第1号の規定により告示する。 

熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 事業所所在地・名称・代表者名 指定年月日 

第７６２号 

八代市鏡町鏡１１５９番地の３５ 

有限会社宮崎電設 

代表取締役 宮﨑 雅己 

平成２６年７月１７日 
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上下水道局告示第５２号   

平成２６年７月２５日   

  熊本市排水設備指定工事店から熊本市下水道条例施行規程（平成２１年上下水道局規程第３６号）

第１３条第２項第２号の規定による届出があったので、同規程第２２条第４号の規定により次のとお

り告示する。 

熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 所在地・商号・代表者名 
異動年月日 

異動事由 

第１６３号 

熊本市北区龍田一丁目１１番２２号 

株式会社リュウ設備工業 

代表取締役 笠 信子 

平成２６年７月１８日 

代表者の異動 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

上下水道局告示第５３号   

平成２６年７月３１日   

次の者を熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者として指定したので、熊本市上下水道局指定給

水装置工事事業者規程（平成１０年水道局規程第５号）第１０条第1号の規定により告示する。 

熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 事業所所在地・名称・代表者名 指定年月日 

第７６３号 

熊本市中央区新町三丁目１番２６号 

日栄土木株式会社 

代表取締役 辻 龍也 

平成２６年７月２８日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 教 育 委 員 会  

教 委 規 則 第 ６ 号   

平成２６年７月１６日   

熊本市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則を公布する。 

                                  熊本市教育委員会委員長  﨑 元 達 郎   

熊本市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則 

熊本市教育委員会傍聴人規則（平成７年教委規則第２７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「前項の傍聴券」を「傍聴人の定員」に、「に限り交付」を「と」に改め、同項た

だし書中「１０人」を「定員」に改め、同条第３項中「前２項」を「前３項」に改め、同項を同条第

４項とし、同項の前に次の１項を加える。 

３ 前項の規定に関わらず、委員長が特に必要があると認めるときは、その定員を増員することがで

きる。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 



平成 26 年 8 月 15 日       熊 本 市 公 報         第 1382 号 

- 1295 - 

教 委 告 示 第 ９ 号   

平成２６年７月２３日   

 熊本市教育委員会会議を次のとおり開催する。 

               熊本市教育委員会委員長  﨑 元 達 郎   

１ 日時 

平成２６年７月２８日（月） 午後２時から 

  平成２６年８月１日（金）  午後２時から 

  平成２６年８月４日（月）  午後２時から 

  平成２６年８月５日（火）  午後２時から（予備日） 

  平成２６年８月２６日（火） 午後１時から 

２ 場所 

  熊本市議会議運・理事会室 

３ 協議 

(1) 平成２７年度使用小学校教科用図書採択について 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 人 事 委 員 会  

人 委 規 則 第 １ ８ 号   
平成２６年７月２５日   

熊本市職員の任用に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 
熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

熊本市職員の任用に関する規則の一部を改正する規則 
熊本市職員の任用に関する規則（平成６年人委規則第８号）の一部を次のように改正する。 
第９条の２第１項中「掲げるもの」を「掲げる者」に改め、「及び主査級昇任試験」を削り、同条

第２項を同条第３項とし、同項の前に次の１項を加える。 
２ 次の各号に掲げる者は、主査級昇任試験の対象から除外するものとする。 
 (1) 前項各号に規定する者 
 (2) 学芸員及び文化財専門職 
  

附 則 
この規則は、公布の日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
熊本市人事委員会公告第１６号   

平成２６年７月２３日   

平成２６年度熊本市職員採用試験案内（初級職等）について、次のとおり公告する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

１ 試験名称 平成２６年度熊本市職員採用試験（初級職等） 

２ 申込期間 平成２６年８月１５日（金）から平成２６年８月２８日（木）まで 

インターネットによる申込は平成２６年８月１５日（金）から平成２６年８月２７日（水）まで 

３ 試験区分、職種、採用予定者数 

試 験 区 分 職   種
採 用

予 定 者 数 

初  級  職 
事 務 職 ８人程度

学 校 事 務 職

（ 県 費 負 担 ）
２人程度
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 技 術 職 （ 土 木 ） ２人程度

免 許 資 格 職 
（ 中 級 職 ） 

保 育 士 １２人程度

消  防  職 
初 級 消 防 職 ２５人程度

初 級 消 防 職

（ 救 急 救 命 士 ）
３人程度

４ 試験案内配布場所 

(1) 熊本市役所本庁舎（１階総合案内、１３階人事委員会事務局） 

(2) 熊本市各区役所 

(3) 熊本市各総合出張所及び各出張所  

(4) 熊本市消防局 

(5) 熊本市東京事務所 

(6) 熊本市時間外証明窓口（中央区役所内） 

(7) 熊本市市民サービスコーナー（くまもと森都心プラザ内） 

(8) 熊本市総合体育館・青年会館 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
熊本市人事委員会公告第１７号   

平成２６年７月２３日   

平成２６年度熊本市職員採用選考試験案内について、次のとおり公告する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

１ 試験名称 平成２６年度熊本市職員採用選考試験 

（診療放射線技師・臨床検査技師・言語聴覚士） 

２ 申込期間 平成２６年８月１５日（金）から平成２６年８月２８日（木）まで 

３ 試験区分、職種、採用予定者数 

職  種 採用予定者数 

診 療 放 射 線 技 師 １人程度 

臨 床 検 査 技 師 １人程度 

言 語 聴 覚 士 ３人程度 

４ 試験案内配布場所 

(1) 熊本市役所本庁舎（１階総合案内、１３階人事委員会事務局） 

(2) 熊本市各区役所 

(3) 熊本市各総合出張所及び各出張所 

(4) 熊本市東京事務所 

(5) 熊本市時間外証明窓口（中央区役所内） 

(6) 熊本市市民サービスコーナー（くまもと森都心プラザ内） 

(7) 熊本市総合体育館・青年会館 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

熊本市人事委員会公告第１８号   

平成２６年７月２３日   

平成２６年度熊本市職員採用選考試験案内について、次のとおり公告する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

１ 試験名称 平成２６年度熊本市職員採用選考試験（民間企業等経験者等） 

２ 申込期間 平成２６年８月１５日（金）から平成２６年８月２８日（木）まで 
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３ 職種、採用予定者数 

職   種
採 用

予 定 者 数

事 務 職 （ 情 報 ） ２人程度

事 務 職 （ 法 務 ） ２人程度

４ 試験案内配布場所 

(1) 熊本市役所本庁舎（１階総合案内、１３階人事委員会事務局） 

(2) 熊本市各区役所 

(3) 熊本市各総合出張所及び各出張所 

(4) 熊本市東京事務所 

(5) 熊本市時間外証明窓口（中央区役所内） 

(6) 熊本市市民サービスコーナー（くまもと森都心プラザ内） 

(7) 熊本市総合体育館・青年会館 

 

 

 

 

 


